
倉吉市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和７年３月25日

倉吉市長 広田 一恭

倉吉市条例第12号

倉吉市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例

倉吉市空家等の適正管理に関する条例（平成25年倉吉市条例第29号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

改正後 改正前

（空住戸等及び特定空住戸等に対する措置） （空住戸等及び特定空住戸等に対する措置）

第５条 法第４条、第５条、第７条、第９条から第

15条まで及び第22条の規定は、空住戸等及び特定

空住戸等について準用する。この場合において、

「空家等」とあるのは「空住戸等」と、「特定空

家等」とあるのは「特定空住戸等」と、法第22条

第15項中「行政手続法（平成５年法律第88号）と

あるのは「倉吉市行政手続条例（平成８年倉吉市

条例第29号）」と、「第12条及び第14条」とある

のは「第13条及び第15条」と読み替えるものとす

る。

第５条 法第３条、第４条、第６条及び第９条から

第14条までの規定は、空住戸等及び特定空住戸等

について準用する。この場合において、「空家

等」とあるのは「空住戸等」と、「特定空家等」

とあるのは「特定空住戸等」と、法第14条第13項

中「行政手続法（平成５年法律第88号）とあるの

は「倉吉市行政手続条例（平成８年倉吉市条例第

29号）」と、「第12条及び第14条」とあるのは

「第13条及び第15条」と読み替えるものとする。

（過料） （過料）

第12条 正当な理由がなく第５条において準用する

法第22条第３項の規定による命令に係る必要な措

置を講じなかった者は、５万円以下の過料に処す

る。

第12条 正当な理由がなく第５条において準用する

法第14条第３項の規定による命令に係る必要な措

置を講じなかった者は、５万円以下の過料に処す

る。


